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ま え が き

障害者職業総合センターでは、平成３年の設立以来 「障害者の雇用の、

促進等に関する法律」に基づき、わが国における職業リハビリテーション

・サービス機関の中核として、職業リハビリテーションに関する調査研究

をはじめとして、さまざまな業務に取り組んできています。

障害者職業総合センター研究部門において「学習障害」をテーマにした

最初の研究計画は、1995年に立てられました。それから８年の間に「学習

障害のある者の職業上の諸問題に関する研究（障害者職業総合センター調

査研究報告書№19，1997 「 学習障害」を主訴とする者の障害特性と）」、「

就労支援に関する研究（その１) 職業リハビリテーションの支援を利－

用した事例に基づく検討 （障害者職業総合センター調査研究報告書№－

38，2000 「 学習障害」を主訴とする者の障害特性と就労支援に関す）」、「

－ －る研究（その２） 青年期における状態像の詳細区分に基づく検討

（障害者職業総合センター調査研究報告書№56，2004 」として報告を重）

ねてきました。

。 、こうした研究の成果をもとにハンドブックを作成しました 基礎編では

「学習障害」とはどういう障害か……医学的に診断される「学習障害」と

教育用語の「学習障害」とはどう違うのか……をとりあげました。また、

事例編では、職業リハビリテーションを利用した青年たちの特性を紹介し

ました。さらに、実務編では青年期の再評価の課題を含め、就労支援の課

題を取り上げました。最後に 編で、就労支援に必要な評価のためのQ&A
ポイントを取り上げました。巻末には資料編として、診断基準並びに文献

・検査に関する情報を紹介しました。

このハンドブックがたくさんの関係者の方々に活用され、わが国における

職業リハビリテーションをさらに前進させるための一助になれば幸いです。

２００４年３月

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

障害者職業総合センター
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１ 「学習障害」は教育用語である．

( ) は障害ではない？1 LD
「学習障害」は を翻訳した時にあてられた用語のLearning Disabilities
うちの１つである。しかし、教育、臨床の関係者をはじめとして、保護者

も本人も、この用語を適切でないとして「 」と称する場合が多い。LD
「 」という呼称には、根底に“障害が学習に関する能力の限定的な障LD
害であり、その点について配慮し、その障害の克服を手助けしていけば、

健常児と同じように知的な能力を発揮できる”という考え方がある。

が複数形であることで、広い範囲の多様な学習上の困難を想Disabilities
定しているという見方もある。

このような考え方を背景として 「障害児と健常児の間の子ども 「グ、 」

レイゾーンの子ども」であるために、適切な支援をうけることができない

という「学習障害」観が成立することになった。

の には「知的障害とは違う」という意味がこめら教育用語 LD
れているが 「障害ではない」という主張が含まれることもある。、

いずれの場合も、従来の障害児教育では対象外とされていた特性

であると考えられている点で一致している。

－ 1－

医学で障害を診断する場合、同じ「 」でも を意味LD Learning Disorder
しており 「読字障害 「書字障害 「計算障害」に限定した診断となる。、 」 」

つまり、関係者間の用語に対する見解は異なっている。教育、臨床の関係

者をはじめとして、保護者の多くが使うような「学習上の困難のある児童

・生徒 、もしくは「教育上の特別な配慮を必要とする児童・生徒」を想」

定した広い範囲の問題を対象とする用語とは相容れない。

結果として、医学関係者の中に「 という用語を医学から教育の領域LD
へお返ししよう （長畑， ）という立場を生むことにもなっている。」 1999



( ) 文部科学省の定義（ 年 月までの定義と現行の定義）2 1999 7
教育用語であれば、その定義は文部科学省の見解によることが必要であ

る。

「学習障害」の特性は、しばしば 「発達の遅れに偏りがある（全般的、

な知的発達の遅れはないが、特定領域に遅れが認められる 」と表現され）

るが、それは表 の の部分に明示されていた。1-1 実線アンダーライン

従来の定義によれば、

① 学習障害児の知的水準は正常範囲にある

② 学習障害の原因は中枢神経系の機能障害によるものと推定してお

り、原則として、他の障害や環境的要因によってもたらされる学習

上の困難は学習障害に含めない、とされていた。

しかし、さまざまな原因でひきおこされる学習上の困難は、直接的な原

波線アンダーライン因ではないが合併して生じるとされており、表 の1-1
の部分の障害は 「学習障害」に含まれるという定義であった。、

－ 2－



これに対し、現行の定義（表 ）では、他の障害や環境的要因との重1-2
複については「定義ではふれない」とされた。

そして、基本的には全般的な知的発達の遅れがないことの確認を要件と

している。また、行動の自己調整・対人関係の問題については 「学習障、

害児には、行動の自己調整や対人関係などに問題が見られる場合がある」

が 「このような問題のみが生じていたり、このことが主たる原因として、

学習の遅れが生じている場合は学習障害ではない」と付記されている。

－ 3－

現行の定義が従来の定義と異なる点を特記すると、次のようになる。

① 他の障害や環境的要因との重複について

ア 重複障害についての記述は定義ではふれない

イ 基本的には全般的な知的発達の遅れがないことの確認を

要件とする

② 行動の自己調整・対人関係の問題について

学習障害児には、行動の自己調整や対人関係などに問題

が見られる場合がある。

しかしながら、このような問題のみが生じていたり、こ

のことが主たる原因として学習の遅れが生じている場合は

学習障害ではない



また、現実的な問題としては、特異な学習困難の把握方法として以下の

ような基準が示された。

① 国語又は算数（数学）の基礎的能力に著しい遅れがある。著し

い遅れとは、児童生徒の学年に応じ１～２学年以上の遅れがある

ことをいう。

小２、３年………………１学年以上の遅れ

小４年以上又は中学……２学年以上の遅れ

② 全般的な知的発達に遅れがない。

知能検査等で全般的な知的発達の遅れがないこと、あるいは

現在及び過去の学習の記録から、国語、算数（数学 、理科、）

社会、生活（小１及び小２ 、外国語（中学）の教科の評価の）

観点で、学年相当の普通程度の能力を示すものが１以上あるこ

とを確認する。

、 、③ 学習障害の判断は 保護者の了解のもとに専門家チームに委ね

学校では行わない。

以上のように、教育における「学習障害」は、定義に即して「診断」で

はなく「判断される」対象として受けとめられることになった。

現状では、 年 月までの広い定義の対象者たちが1999 7
「学習障害」主訴のままで学校を卒業している。

－ 4－

定義が変われば、該当する特性を持つ者の範囲も変わることになり、混

乱は避けられない。しかし、以下の点について結論が出ているわけではな

い。

ア 範囲が狭くなった現行定義では「学習障害」とはいえなくなった子

どもたちに対して、判断の見直しを行うのか。

従来の定義では「学習障害」とされていたけれども、現行定義では

他の障害（例えば 「知的障害 「精神障害 「言語障害（コミュニケ、 」 」

ーション障害 運動機能障害 注意障害 行動障害 自閉症 広）」「 」「 」「 」「 （

汎性発達障害 「神経症 「高次脳機能障害 ）などに分類される方）」 」 」

がその特徴を理解しやすいとされる子どもへの対応をどうするのか。

イ こうした障害との境界域に特性が分類される子どもたちは何と呼ば

れるのか。



( ) 教育の中の「学習障害」3
「学習障害」とされた児童・生徒は、障害児を対象とした教育の対象外

として、通常学級に在籍していた。しかし、通常教育の中では十分に対応

できないことから、従来の特殊教育の対象を拡大する方向が示された。特

別支援教育と呼ばれることになる新しい試みの対象とされた障害の中に

は位置づけられている。以下を参照されたい。LD

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告，特別支援教育の在

によれ

、 。 、ることや 研修などを通じて理解推進が図られることが重要である また

都道府県等の教育委員会に設置された専門家チームが、必要に応じて高等

学校への支援を行うことについて検討する必要がある。さらに、養護学校

高等部との連携も重要である」という最終報告となっている。

－ 5－

り方に関する調査研究協力者会議 発表，文部科学省 」2003/3/28 ）

ば 「特別支援教育とは、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、、

その対象でなかった （学習障害 、 （注意欠陥多動性障害 、高LD ADHD） ）

機能自閉症も含めて障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニ

ーズを把握し、当該児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改

善又は克服するために、適切な教育を通じて必要な支援を行うものと言う

ことができる。もとより、この特別支援教育は、障害のある児童生徒の自

立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するためのものと位置付けられ

る 。」

彼らの在籍校は小・中学校の通常学級であることから 「特別な教育的、

支援の必要な児童生徒への総合的な支援体制を確立する必要がある」とさ

れ 「中学校を卒業した後は、高等学校へ進学する生徒も多いことから、、

高等学校においても、 、 等へ対応した特別な支援体制を構築すLD ADHD

この報告で とされた児童・生徒は、義務教育修了後、高等学校を卒LD
業して労働市場に登場する求職者となることは明記されている。しかし、

この報告では、彼らが職業リハビリテーション・サービスの利用者である

かどうかについて、さらには、この教育システムの中で「障害ではない」

という教育用語に対してどのように考えるのかについてもまた、明記され

ていない。



( ) 文部科学省が行った実態調査の結果4
通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する

全国調査（文部科学省， ）は、学習面、行動面（ 不注意」又は「多2002 「

動性－衝動性」と「対人関係やこだわり等 ）のそれぞれの著しい困難に」

ついては、質問紙に記載されたチェック項目に「該当」をカウントされる

項目が基準として定めた項目数を上回った者について集計した結果であ

る。対象は全国５地域の公立小学校（ 年～ 年）及び公立中学校（ 年1 6 1
～ 年）の通常の学級に在籍する児童生徒 人で、学級担任と教務3 41,579
主任等の複数の教員で判断の上で回答するよう依頼した結果である。これ

は、教師がどのように指導上の困難を認識しているかという点において、

重要な資料である。

図1 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童・生徒

（文部科学省， より作成）2002

Ａには （学習障害 、Ｂには （注意欠陥多動性障害 、ＣにはLD ADHD） ）

高機能自閉症が想定されるが、明確に対応しているわけではないことには

注意が必要である。

－ 6－



学習指導上の困難の原因として、ただちに児童・生徒の障害を考えると

すれば異論が大きいと考えられる。つまり、この調査結果は障害の出現率

を示唆するものではない。

調査報告でも留意事項として、

（ ）「 、担任教師による回答に基づくもので 学習障害 LD
の専門家チームによる判断ではなく、医師による診断に

したがって、本調査の結果は、学習よるものでもない。

障害（ 、 、高機能自閉症の割合を示すものでLD ADHD）

はないことに注意する必要がある 」。

と明記されている。

言い換えると、教師が指導上困っている現状を把握したということにな

るだろう。なによりも、障害としてではなく、特別な支援の対象として通

常学級で教育的対応を検討するとされた児童・生徒である。

それ以上のことは、現時点では言うべきではない。学校教育における対

応は、文部科学省の主導で始まったところである。したがって、このよう

な指導上の困難は、教育的対応によって、どのように改善されるのか、あ

るいはどのように深刻になっていくのか、今後、障害との関連をどのよう

に推計していくのか、などについては注目していく必要がある。

少なくとも、適切な教育的対応で問題がなくなる（障害ではない）ので

あれば、そうなるように教育目標の達成を待てばよいことになる。

しかし、子どもの時に「学習障害」といわれ、通常学級で課題の克服に

努め、学校は卒業したものの「一般扱い」の求人ではうまくいかないとい

う場合、入職に際して職業リハビリテーション・サービスの利用が必要に

なる事例があることも確かである。このことをどのように考えるのかにつ

いて、教育用語としての「学習障害」の定義や実態では解き明かすことが

できない問題がある。

－ 7－



表 と Ⅳにおける発達障害1-3 ICD-10 DSM-

世界保健機関の アメリカ精神医学会の ⅣICD-10 DSM-

精神遅滞 精神遅滞

心理的発達障害

学習能力の特異的発達障害 学習障害

特異的読字障害 学 読字障害

特異的計算能力障害 習 算数障害

特異的書字障害 障 書字表出障害

混合性学習能力障害 害 特定不能の学習障害

その他の学習能力障害

特定されない学習能力障害

運動能力の特異的発達障害 運動能力障害(発達性調節運動障害)

言葉と言語の特異的発達障害 コミュニケーション障害

混合性特異的発達障害

広汎性発達障害 広汎性発達障害

その他の心理的発達障害

特定不能の心理的発達障害

（資料出所：栗田， ）1996
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２． 障害の定義をめぐって

( ) 発達障害とは1
表 に示すように、学習障害は Ⅳでは、いわゆる発達障害に含1-3 DSM-

まれると考えられてきた障害群の１つとして、精神遅滞、広汎性発達障害

（自閉的な障害を総称 、コミュニケーション障害、運動能力障害と並記）

されている。一方、 （国際疾病分類第 版）では発達障害は「心ICD-10 10
理的発達障害」の名称で精神遅滞と並記される（栗田， 。1994）

発達障害は、成長とともに状態像が変化する。

多動などの行動上の問題が改善された事例がある一方で

学習の問題が顕在化して精神遅滞の状態になる事例や

適応上の問題を持つようになる事例がある。



( ) 一次障害とは2
一次障害とは、もともとの障害の状態像をさす。つまり「学習障害」の

一次障害といえば、その範囲をいうものである。しかし、この範囲につい

て、様々な意見がある。次の )～ )の順に範囲が広くなる。1 3
)「読む 「書く 「計算する」に限定する1 」 」

) 非言語性の問題（自閉症傾向・不器用・ ）を含める2 ADHD
) 社会性の問題を含める3

一次障害の範囲については、それを障害と考えるかどうかを含め、教育

並びに臨床や医療の関係者の間に合意があるわけではない。

このような議論で採りあげられている事例は、知能検査の下位検査項目

においてバランスが悪く、注意欠陥多動性障害もしくは注意集中困難があ

って、その他に視空間認知や視覚運動協応などに問題があり、不器用であ

る、もしくは自閉的な傾向があるとされ、社会性の問題を持つ点が指摘さ

れる。

一次障害の範囲に関する見解の違いについては、

教育関係者の間でも依然として結論は出ていない。

学業達成の困難が別のさまざまな問題の背景となることを避けがたいと

するのであれば、障害の状態像はどのように記述することが必要になるの

だろうか。少なくとも、青年期に職業リハビリテーションを検討する対象
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( ) 二次障害とは3
一次障害の範囲をどのようにとらえるか、についての見解は異なってい

ても、二次的に発症する障害の問題を指摘する点での異論は少ない。

学習の失敗に関連して情緒的問題が発現するという点では共通してい

る。つまり、基本症状が言葉、読み、書き、計算、推論といった知的活動

であり、こうした活動における失敗経験を繰り返すと、二次的症状として

「自信や意欲の低下 「情緒不安定 「対人・集団不適応」などを引き」、 」、

起こし 「緘黙」や「不登校 「攻撃性 「非行」などの問題とも関連を、 」、 」、

持つことになるからである。



者にとって、学齢期初期の診断名や教育的判断を聴き取っただけでは、支

援の課題は明確にならない。

「学習障害」については

発達に伴う状態像の経過を重視する必要がある

３． 職業リハビリテーションと「学習障害」

教育用語としての学齢期の「 」が定義されたとして、また、いずれLD
特別支援教育が軌道に乗ったとしても、彼らの青年期の状態像については

以下の点でとらえておく必要がある。

)「学習障害」児は、青年期に至る過程でその状態像を変えていく場1
合がある。

) 青年期において、職業リハビリテーションのサービスを必要とし2
ない対象者群がいる一方で、知的障害や精神障害のために用意され

たサービスを利用して就労準備をすることが必要となる対象者群が

いる。

) 青年期に「学習障害」の状態像のみを有することにより職業リハ3
ビリテーション・サービスを必要とする青年は極めて少ない。

) 以上のことから、職業リハビリテーションにおいては、学齢期に4
医学的診断や教育的判断によって「学習障害」とされた場合であっ

ても、求職活動を行う時点で実施した職業評価を踏まえて障害特性

を把握したうえでサービスの利用を勧めることを基本とする。
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しかし、子どもの時に「学習障害」といわれ、通常学級で課題の克服に

努め、学校は卒業したものの「一般扱い」の求人ではうまくいかないとい

う場合、職業リハビリテーションサービスの利用を勧めたとしても受け容

れがたい事例も多い。つまり、中心的な問題は、学校から職業への移行に

おいて、こうした が必要である状態像の変化に対応する移行類型の複線化

ということになる。なお 「学習障害」をめぐる関係者にこうした共通理、

解が形成されているわけではない。移行類型の複線化とは、一般扱いで移

行が可能な場合もあるが、職業リハビリテーションのサービスを利用した

移行を検討する場合もあるということをさしている。




